
全建労発第  83 号 

平成 27 年 1 月 15 日 

 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長  近 藤 晴 貞  

〔 公 印 省 略 〕   

 

有害物ばく露作業報告対象物（平成 27 年対象・平成 28 年報告）について 

 

新春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対し

まして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、「労働安全衛生規則第 95 条の 6 の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」（平

成 18 年厚生労働省告示第 25 号、以下「告示」）により定められている「有害物ばく露

作業報告の対象となる物」について、告示の一部が改正された旨、通達がありました。

これにより、平成 27 年 1 月 1 日～12 月 31 日を対象期間とする有害物ばく露作業報告

（報告期間は平成 28 年 1 月 1 日～3 月 31 日まで）の対象となる物が新たに定められま

した。 

 つきましては、貴会会員企業に対し、周知・ご指導方よろしくお願いいたします。 

 

以上 

（担当：労働部 吉田） 

 






